
○ 特に取組が進んでいない複数団体による公共施設の集約化等を推進するため、集約化等に向けた調査検討
及び集約化等の円滑化に係る経費に対する特別交付税措置を令和７年度より創設。

○ 集約化等に伴う施設の除却事業を「公共施設等適正管理推進事業債」の対象に追加し、国土交通省と連携して
集約化の取組を促進するほか、専門アドバイザーの派遣を実施。

複数団体による公共施設の集約化・複合化等の推進
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【新規】特別交付税措置

措置率： ０.５
措置上限額： ５００万円

＜対象経費＞

複数団体による公共施設の
集約化等に向けた調査検討
経費

・施設の利用実態や立地等
の調査・分析

・協議会の開催、有識者の
招聘 等

※連携中枢都市圏構想推進要
綱・定住自立圏構想推進要綱
を改正するとともに、広域的な
協議の場の設定を促進

公共施設等適正管理推進事業債
（集約化・複合化事業）

              充当率： ９０％
  交付税措置率：５０％

＜対象＞

・複数の施設を集約化・複合化する際に実施
する整備事業

＜主な要件＞
・総合管理計画等に基づいて実施するもの

・集約化・複合化前と比較して、施設の延床面
積が減少するもの

【拡充】公共施設等適正管理推進
事業債（集約化・複合化事業）
充当率：９０％

  交付税措置率：５０％

  ※ただし、対象事業費から除却施設に係る

土地価格相当分を控除した額が対象

＜対象＞

・整備を行う複数施設の統合
・整備を行わない複数施設の機能統合

 に伴う除却事業

＜主な要件＞
・総合管理計画等に基づいて実施するもの

・集約化・複合化前と比較して、施設の延床
面積が減少するもの

【新規】特別交付税措置

措置率： ０.８
措置上限額： 
集約等完了年度（＊）を初年度と
して５年度間で合計５,０００万円

＜対象経費＞

複数団体による公共施設の集約化
等の円滑化のための経費
・ 住民への広報・説明会の開催
・ 集約元施設からの移転
・ 利用者増を踏まえた備品の整備
・ 集約後の施設までの住民の移動
費用の支援

・ 施設利用料が異なることに伴う
激変緩和 等

＊新施設の供用が開始された年度（機能統合
の場合は機能統合が決定 した年度）

※【新規】 都市構造再編集中支援事業（国土交通省R7当初予算）も活用可能
複数市町村により、広域的な立地適正化の方針等を定め、地方自治法に基づく事務

の共同処理制度等を活用した上で、広域連携誘導施設を整備する場合（施設の統廃
合に伴い廃止された施設の除却等も含む）、連携自治体数×２１億円を交付対象事業
費の上限として支援（補助率：１／２）

◆公適債の要件（延床面積の減少等）を満たす場合

⇒国庫補助（５０％）、交付税措置（２２.５％）を合わせて７２.５％

そ
の
他

【新規】専門アドバイザーの派遣 【⇒Ｐ.３】
・「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」（総務省・地方公共団体金融機構の共同事業）に広域連携分野（公共施設の集約化等）を追加
・施設の適正配置の調査・検討、関係市町村との合意形成のノウハウ等に係る助言を実施

国庫補助（１/２）

公適債（集約化・複合化事業）
充当率 ９０％

交付税措置率
５０％
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○ 公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化事業：充当率90％、交付税措置率50％）について、公共施設等総合管
理計画等に基づいて実施する公共施設の集約化・複合化等に伴う施設の除却事業を対象に追加

○ 集約化・複合化した施設の供用開始（機能統合等の場合は供用廃止）から５年以内に除却する施設を対象

１．公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化事業）の拡充

２．複数団体による公共施設の集約化・複合化等に係る特別交付税措置の創設

○ 公共施設（（２）は公営住宅又は公営企業を除く）を対象に、以下の特別交付税措置を創設

対象経費 特別交付税措置

（１）複数団体による公共施設
の集約化・複合化等に向け
た調査検討経費

・ 施設の利用実態や集約化により整備する施設
の立地等の調査・分析

・ 協議会の開催、有識者の招聘 等

１団体あたりの措置上限額 500万円
※ 実際に要した経費の0.5を上限

（２）複数団体による公共施設
の集約化・複合化等の円滑
化のための経費

・ 住民への広報・説明会の開催

・ 集約後の施設までの住民の移動費用の支援

・ 施設利用料が異なることに伴う激変緩和 等

集約化等１件・１団体あたりの措置上限額 5,000万円
※ 実際に要した経費の0.8を上限
※ 集約化等完了年度を初年度とする５年度間

（１）施設の整備を行い、施設を統合する場合 （２）施設の整備を行わず、機能を統合する場合

廃止

旧A施設 旧B施設

除却事業 【拡充】集約化・複合化
事業の対象に追加

集約・複合（新増築など）

A施設

廃止

A施設 旧B施設

除却事業 【拡充】集約化・複合化
事業の対象に追加

機能統合（整備なし）

A施設
※ 機能廃止も対象

【現行】

※専門アドバイザーの派遣（総務省・地方公共団体金融機構の共同事業）により、複数団体による公共施設の集約化・複合化等の取組を支援

※地方交付税措置は、対象事業費から除却施設に係る土地価格相当分を控除した額を対象とする

※経過措置として、過去に集約化・複合化等した施設は５年超経過後も対象

公共施設の集約化・複合化の推進
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○ 人口減少が進展する一方で、インフラ資産の大規模な更新時期を迎える中、財政・経営状況やストック情報等を的確に把握し、「見える化」し
た上で、中長期的な見通しに基づく持続的な財政運営・経営を行う必要性が高まっている

○ しかしながら、地方公共団体においては、人材不足等のため、こうした経営・財務マネジメントに係る「知識・ノウハウ」が不足し、小規模市町村を
中心に公営企業の経営改革やストックマネジメント等の取組の推進に困難を伴っている団体もあるところ 

           地方公共団体の経営・財務マネジメントを強化し、財政運営の質の向上を図るため、総務省と地方公共団体金融機構の共同事業
         として、団体の状況や要請に応じてアドバイザーを派遣

令和７年度「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」
～ 総務省と地方公共団体金融機構の共同事業 ～

事業概要
（１） 支援分野

○ 公営企業・第三セクター等の経営改革
・ ＤＸ・ＧＸの取組
・ 経営戦略の改定・経営改善
・ 公立病院経営強化プランの改定・経営強化の取組
・ 上下水道の広域化等
・ 第三セクター等の経営健全化

○ 公営企業会計の適用

○ 地方公会計の整備・活用
○ 公共施設等総合管理計画の見直し・実行
○ 地方公共団体のＤＸ（消防防災ＤＸなど）
○ 地方公共団体のＧＸ
○ 地方公共団体間の広域連携

（公共施設の集約化等、専門人材の確保、事務の共同実施）
○ 首長・管理者向けトップセミナー

事業のポイント
① アドバイザーは、自治体職員・OB、公認会計士、学識経験者等の専門的な人材が務め、それぞれの団体が選択
② アドバイザーの派遣経費（謝金、旅費）は、地方公共団体金融機構が負担し（団体の負担なし）、直接支払う

（２） 支援の方法

啓発・研修事業課題対応アドバイス事業 課題達成支援事業

都道府県が市区町村等に対する研修会・
相談会を開催する場合に、講師として派遣

上記の支援分野について、アドバイスを必要
とする団体の要請に応じて派遣

都道府県に派遣個別の地方公共団体に派遣

上記の支援分野に係る特定の課題の達成
が困難となっている団体に対して、アドバイ
ザーの活用を個別に要請

※ 下線部は、R7に支援分野の創設等を行うもの
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